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○ 土木工事書類一覧

発
注
者

受
注
者

現場代理人設置届
・工事請負契約約款(10条)
・工事執行規則（13条）

○

主任技術者等設置届
経歴書、資格者証写し、雇用関係の証明書　等

・工事請負契約約款(10条)
・工事執行規則（14条）
・現場説明書（B3(3)）

○

工程表 ・工事執行規則（3条） ○

工事用材料検査申請書 ・工事執行規則（16条）
・指定材料の品質確認一
覧表の材料

・対象材料を一括申請
・該当材料がない場合も提出

○

建設業退職金共済制度
　①建設業退職金共済関係提出書(様式1号）
　②証紙購入状況報告書(様式2号)
　③証紙貼付実績報告書(様式3号)

・現場説明書（B4）
・請負金額500万円以上
の工事

・様式２号は契約締結後1月以内に提出
・様式１号３号は工事完成時に提出

○

施工計画書 ・共通仕様書（1-1-1-4） ・全ての工事 ・簡易工事は一部省略可能 ○

設計図書等との不一致等の確認について(約款第
１２号様式)
設計図書の照査確認資料

・工事請負契約約款(1８条)
・共通仕様書（1-1-1-３）

・全ての工事 ・差異がない場合は工事打合簿で提出 ○

工事測量成果表 ・共通仕様書（1-1-1-３7） ・全ての工事
・差異がある場合は提出、ない場合は
提示

○ ○

協議チェックシート
・電子納品運用ガイドライン＜
工事編＞

・全ての工事 ・施工計画書に添付 ○

概算数量設計工種の設計(案) ・概数設計特記仕様書 ・特記仕様書添付工事 － ○

施工体制台帳（本紙）
工事担当技術者台帳
（その他添付資料（ﾏﾆｭｱﾙ1-16頁））

・共通仕様書(1-1-1-10)
・建設業法(24条)
・入契法（15条）
・現場説明書（B3(3)ァ）

・下請契約を締結する工
事

・下請契約金額に係わらず必要 ○

施工体系図
・建設業法(24条)
・現場説明書（B3(3)ァ）

・全ての工事
・下請契約がない場合も「下請契約な
し」と記入して提出

○

使用材料の見本・品質証明資料 ・共通仕様書(第2編第2節)
・設計図書に定められた
材料

－ ○

　例）生コン配合報告書 ・共通仕様書（1-3-3-3） － － ○

　　　AS混合物事前審査認定書　　等 ・共通仕様書（3-2-6-3) － － ○

骨材の現認チェックシート

・レディーミクストコンクリー
ト使用におけるチェック体制強
化に関する特記仕様書（第
6(1)）

・特記仕様書添付工事 － ○

VE提案書（契約後VE時） ・契約後ＶＥ特記仕様書 ・特記仕様書添付工事 － ○

コリンズ（CORINS）登録内容確認書
・共通仕様書（1-1-1-5）
・コリンズ（CORINS）への変
更登録に関する特記仕様書

・請負金額500万円以上

・契約締結後、変更契約締結後、工事
完成後10日以内（土日祝日を除く）に
登録し提出
・請負金額のみ変更する場合は変更登
録不要、ただし3,500万円を超えて変
更する場合は変更登録を行う。

○

官公庁等への手続き等 ・共通仕様書(1-1-1-35) ・全ての工事
・許可、承諾等は提示
・交渉等は事前に連絡、状況を報告

○

ディーゼル車の排ガス規制に伴う運行状況確認
票

・現場説明書（B5(8)）
・神奈川県生活環境の保全等に
関する条例（108条）
｢報告を求めることができる」
とあり｢書面提出｣と規定してい
ない。

・ディーゼル車を使用す
る工事

・車検証のコピー不要 ○

工事打合簿（約款第2号様式）
・工事請負契約約款（9条）
・工事請負契約約款の運用基準
（9条）

・全ての工事 ・2部作成し、1部提出 ○

材料検査（確認）願
（約款第24号様式）

・工事請負契約約款（13条）
・工事用材料検査申請書
に記載した材料

－ ○

段階確認書 ・共通仕様書（3-1-1-5）
・段階確認一覧表の工種
がある場合

－ ○

確認・立会願 ・共通仕様書（3-1-1-5） ・全ての工事 － ○

休日・夜間作業届 ・共通仕様書（1-1-1-36） ・全ての工事
・口頭、ファクシミリ、電子メールな
どにより連絡。ただし現道上の工事に
ついては「提出」

○

安全・訓練実施状況報告書 ・共通仕様書（1-1-1-26） ・全ての工事 － ○

工事事故速報 ・直ちに監督員に連絡 － －

工事事故報告書 ・監督員が指定する期日までに提出 ○

工事履行報告
（約款第23号様式）

・工事請負契約約款(11条)
・現場説明書（B6）

・全ての工事 ・毎月５日まで提出 ○

実施工程表 ・全ての工事
・原則として提示
・監督員が必要と認めたときは提出

○ ○

工事週間工程表
・協議により作成する場
合

・毎週末にファックス又は電子メール
で送付

－ －

工事日報 ・全ての工事 ・提出不要 － －

チェック
リスト

契
約
関
係
書
類

・全ての工事 －

種別 書類名称

そ
の
他

工
事
書
類
（

施
工
中
～

工
事
完
成
時
）

対象工事・工種　等 留意事項
提
出

提
示

書類作成の根拠

工
事
書
類
（

工
事
着
手
前
）

施
工
計
画

施
工
体
制

品
質
管
理

施
工
管
理

安
全
管
理 ・共通仕様書（1-1-1-29） ・全ての工事

工
程
管
理

添１-１



発
注
者

受
注
者

品質管理図表 ・施工管理基準書（5(3)）
・管理が必要な工種
　①生コン品質、②AS
舗装品質　③その他

・管理する測点数に係わらず作成 ○

コンクリート品質管理表 ・該当工種がある場合
・簡易な構造物については監督員との
協議により省略可能

○

各種試験成績表 ・共通仕様書(第2編第2節) ・全ての工事 － ○

出来形管理図表 ・施工管理基準書（5(2)）
・管理が必要な工種
　①幅員、②基準高、③
厚さ、④法長、⑤その他

・管理する測点数に係わらず作成 ○

出来形数量調書 ・共通仕様書（3-1-1-6） ・全ての工事 － ○

出来形数量計算書 ・共通仕様書（3-1-1-6） ・全ての工事 － ○

工事完成図（竣工図） ・共通仕様書（3-1-1-8） ・全ての工事 － ○

膜厚測定表 ・該当工種がある場合 － ○

コアー厚測定管理図表 ・該当工種がある場合 － ○

写
真
管
理

工事写真
　①施工状況　②品質管理状況
　③出来形　③施工前、完成　等

・共通仕様書（1-1-1-23）
・施工管理基準書（7(1)）
・写真管理基準

・全ての工事
・品質管理・出来形管理写真撮影箇所
一覧表による

○

骨材の現認チェックシート

・レディーミクストコンクリー
ト使用におけるチェック体制強
化に関する特記仕様書（第
2(2)）

・特記仕様書添付工事 － ○

現場発生品調書 ・共通仕様書（1-1-1-17）
・工事により生じた現場
発生品がある場合

－ ○

使用材料の伝票 ・全ての工事 － ○

説明書 ・現場説明書（B10(1)）
・契約前に提出
・施工計画書に写しを添付

○

解体工事に要する費用等の書面 ・現場説明書（B10(2)） ・契約書に添付 ○

再資源化等報告書 ・現場説明書（B10(4)）
・再資源化完了後 提出（COBRISに登
録した場合は提出不要）

○

産業廃棄物管理票(マニフェスト） ・共通仕様書（1-1-1-18） ・全ての工事 ・コピー提出不要 ○

再生資源利用促進（計画・実施）書
再生資源利用（計画・実施）書

・建設廃棄物の取扱い及び建設
副産物実態調査に係る特記仕様
書（Ⅱ1(2)、Ⅱ3(1)）

・請負金額100万円以上
の工事

・COBRISに登録した場合は、計画
書、実施書の代わりに工事着手及び完
成時に登録証明書を提出

○

コンクリート塊等搬入(変更)証明書(8号)
コンクリート塊等搬入完了報告書(9号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設
副産物実態調査に係る特記仕様
書（Ⅱ2(6)、Ⅱ3(3)）

・コンクリート塊等を指
定工場へ搬入する工事

－ ○

建設リサイクル資材利用(変更）計画書(10号)
材料試験成績書
建設リサイクル資材利用報告書(11号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設
副産物実態調査に係る特記仕様
書（Ⅱ1(11)）

・再生骨材等を使用する
工事

－ ○

建設発生木材等搬入(変更)証明書(7号)
建設発生木材等搬入完了報告書(8号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設
副産物実態調査に係る特記仕様
書（Ⅱ2(7)、Ⅱ3(4)）

・建設発生木材等を指定
施設へ搬入する工事

－ ○

確認届(処分地・仮置場) ・指定処分Ａ特記仕様書（3）
・仮置場を受注者が選定
する場合

－ ○

建設発生土搬出のお知らせ ・指定処分Ａ特記仕様書（5）
・他の市町村へ土砂を
100m3以上搬出する場
合

・市町村へ提出（写しを監督員に提
出）

○

計量証明書
・六価クロム溶出試験に関する
特記仕様書

・特記仕様書添付工事 － ○

土砂搬入･搬出（変更）申込書（第1号様式）
・県土整備局公共建設発生土受
入地等取扱要領（3条）

・土砂を搬出する場合 ・土砂搬入券購入前提出 ○

処理計画書
・処理結果（廃止）報告書

・神奈川県土砂の適正処理に関
する条例（4条)

・土砂を500m3以上搬
出する工事

・指定処分Ｂ又は確認処分の場合は許
認可指導課へ提出。指定処分Ａの場合
は監督員が除外届けを出すので受注者
は特に手続き無し。

○

種別 書類名称 対象工事・工種　等 留意事項

・特定建設資材を使用し
た以下の工事
　①80㎡以上の解体
　　工事
　②500㎡以上の新
　　築・増築工事
　③１億円以上のリ
　　フォーム等
　④500万円以上の
　　土木工事等

建
設
発
生
土

出
来
形
管
理

そ
の
他
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提
出

提
示

チェック
リスト

工
事
書
類
（

施
工
中
～

工
事
完
成
時
）

品
質
管
理

書類作成の根拠

建
設
副
産
物
関
係
書
類

建
設
副
産
物



施工体制台帳の作成について

１ 施工体制台帳作成の目的
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、入契法及び建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図る

ため、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制を把握するとともに、発注者においても受
注者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項について、的確に施工体制を把握しなければならない。

２ 施工体制台帳の法的位置づけ

建設業法の一部改正する法律（平成６年法律第６３号）により、平成７年６月２９日から特定建設業者に施工体制
台帳の作成が義務付けられ、また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２
７号）の適用対象となる公共工事は、発注者へその写しの提出が義務付けられることとなった。さらに、建設業法等
の一部を改正する法律（平成２６年法律第５５号）より、平成２７年４月１日から、公共工事については、発注者から
直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には下請金額にかかわらず施工体制台帳の
作成等が義務付けられることとなった。

① 施工体制台帳本紙 （施工体制台帳の記載例参照）

②工事担当技術者台帳 （工事担当技術者台帳の記載例参照）

③ 発注者との契約書の写し （発注者 ⇔ 元請）

④ 元請業者と一次下請業者との契約書の写し （元請 ⇔ 一次下請）

⑤ 主任技術者又は監理技術者がその技術者の資格を有することを証明する書類の写し （監理技術者資格者証写等）

⑥ 主任技術者又は監理技術者が自社（元請）に雇用期間を限定することなく雇用されていることを証明する書類の写し
（ex.健康保険証等の写し）

⑦ 専門技術者（置く場合に限る）が専門工事に係わる主任技術者資格を有することを証明する書類の写し

⑧ 専門技術者（置く場合に限る）が自社に雇用期間を限定することなく雇用されていることを証明する書類の写し

⑨ 再下請負通知書本紙（再下請負通知書の記載例参照） 〔一次下請以下の下請負業者が再下請契約を行う場合〕

⑩ 再下請負業者との契約書の写し （一次下請以下 ⇔ 再下請先）

３ 施工体制台帳の構成
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一次下請Ｂとの契約書（写）

発注者との契約書（写）

一次下請Ｃとの契約書（写）

一次下請Ｄとの契約書（写）

施工体制台帳の構成

Ａ社の技術者の資格
を証明する書類

Ａ社の技術者の雇用
関係を証明する書類

Ａ社の技術者の専門
技術者に関する書類

施工体制台帳

元請業者Ａが作成しなければならない書類

一次下請Ｂ、Ｃ、Ｄ
に関する事項

一次下請Ｂが作成しなければならない書類

再下請負通知書

二次下請Ｅに
関する事項

二次下請Ｅとの契約書（写）

再下請負通知書

二次下請Ｆに
関する事項

二次下請Ｆとの契約書（写）

一次下請Ｄが作成しなければならない書類

再下請負通知書

二次下請Ｇに
関する事項

二次下請Ｇとの契約書（写）
二次下請Ｅが作成しなければならない書類

再下請負通知書

三次下請Ｈに
関する事項

三次下請Ｈとの契約書（写）

① 元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類（元請業者が作成）

② 再下請負通知の記載事項と添付書類（再下請を行う下請業者が作成）

③工事担当技術者台帳（技術者の顔写真）（元請業者が作成）

工事担当技術者台帳
（技術者の顔写真）

元請業者Ａ

一次下請Ｃ 資材業者 運搬業者

二次下請Ｆ 二次下請Ｇ

三次下請Ｈ

警備業者

資材業者

施工体制台帳を作成
しなければならない範囲

運搬業者

国交省の特例により警備業者は
作成範囲に含まれる

４ 施工体制台帳の作成範囲

建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる下請負人等について
は、建設業法上は記載の必要はありませんが、神奈川県が発注する共通仕様書に基づく工事（原則、契
約金額150万円以上）では、国に準拠し、一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、
工期の記載を求めています。

〔「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成13年4月23日 国関整技調第12号 ）〕

一次下請Ｂ 一次下請Ｄ

二次下請Ｅ
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５ 再下請負通知書とは

下請負人がさらにその工事を再下請した場合、元請である特定建設業者に対し、再下請通知書を提出しな
ければならない

発
注
者

元
請
負
人

一
次
下
請
負
人

二
次
下
請
負
人

請負
契約

請負
契約

請負
契約

元請に再下請負通知書を提出

三
次
下
請
負
人

請負
契約

（元請に直接ではなく、上位の下請負人を経由して提出でも可）

施工体制台帳作
成工事である旨
の通知

施工体制台帳作
成工事である旨
の通知

施工体制台帳作
成工事である旨
の通知

施工体制台帳作
成工事である旨
の通知

ＡＡ建設(株) (株)BB土木 ＣＣ建設(有)

６ 施工体系図とは

○施工体系図（作成例参照）は、各下請負人の施工分担関係を表示したもので、いわば施工体制
台帳の要約版である。

○公共工事については、「工事関係者が見やすい場所」及び「公衆が見やすい場所」にも掲示する
ことが法律上（入契法）義務付けられている。

施工体制台帳を作成する元請業者は、作成した施工体制台帳に基づき建設業者の名称、工事内
容、工期、技術者の氏名を記載した施工体系図を作成し、現場の見やすい場所に掲げなければな
らない
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元請業者に関してのチェック

７ 施工体制台帳のチェックポイント

・施工体制台帳に記載漏れがないか、また必要な添付書類が添付されているかどうか

・元請の施工範囲を確認し、一括下請負の可能性がないか。併せて上請け、横請けの可能性についても確認

・下請の中に無許可業者が存在する場合は、所定の金額を超えて請け負わせていないか

１.請け負った工事内容に関して、建設業許可は適正であるか

２.現場代理人等通知書と、台帳記載の現場代理人、主任技術者又は監理技術者は同一であるか

３.主任技術者又は監理技術者に必要な資格は有しているか

４.主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的雇用関係（３ヶ月以上）は適正であるか

５.専門技術者について、工事内容に応じた資格を有しているか

６.工事内容は具体的に記載されているか

下請業者に関してのチェック

チェックポイント

１.下請負の工事内容に関して、建設業許可は適正であるか

２.３５００万円以上（建築一式工事は７０００万円以上）の下請契約の場合、主任技術者は専任であるか

３.主任技術者に必要な資格は有しているか

４.工事内容は具体的に記載されているか

５.再下請する場合、再下請通知書は添付されているか

６.下請契約書について、建設業法第１９条に規定する契約書面の必須記載事項１４項目は明確になっているか

500万円未満（建築一式工事の場合は１５００万未満、又は延べ床面積が１５０ｍ２未満の木造住宅）の工
事は、「軽微な建設工事」として建設業の許可を受けなくても施工することができる。

ただし、「軽微な建設工事」に該当するか否かの判断をする際には、注文者が材料を提供する場合に、その
市場価格及び運送費を請負代金に加えた額で判断するとされているため注意が必要。

〔建設業法施行令第１条の２第３項より〕

建設業法第１９条 （建設工事の請負契約の内容）

１ 工事内容
２ 請負代金の額
３ 着工及び完工の時期
４ 請負代金の前金払又は出来高払の時期及び方法
５ 設計変更、工事着手の延期又は工事の中止の場合の工期の変更、請負代金の変更、損害の負担及びこれらの

算定方法に関する定め
６ 天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
７ 価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
８ 第三者損害の賠償金の負担に関する定め
９ 支給材料、貸与品の内容及び方法に関する定め

１０ 工事完成検査の時期及び方法並びに引渡の時期
１１ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
１２ 瑕疵を担保すべき責任又は責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め
１３ 履行の遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
１４ 契約に関する紛争の解決方法

・工事内容は明確になっているか（１式ではだめ）
・支払い方法は明確になっているか（現金もしくは手形、手形の場合は割引期間が適正か）
・材料や機械に関する定めは明確になっているか
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【関係法令】

○建設業法 第２４条の７

第二十四条の七 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を
施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金
の額の総額）が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省
令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工
事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに
備え置かなければならない。

２ 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、
国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は
名称、当該者の請け 負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなけれ
ばならない。

３ 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施
工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

４ 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の
施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければなら
ない。

○入契法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）第１５条

第十五条 公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用につい
ては、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代
金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が政令で定める金額以上となる」
とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所
及び公衆が見やすい場所」とする。

２ 公共工事の受注者（前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項の規定に
より同項に規定する施工体制台帳（以下単に「施工体制台帳」という。）を作成しなければならないこととされて
いるものに限る。）は、作成した施工体制台帳（同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じ
たことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを発注者に提出しなければならない。この場合において
は、同条第三項の規定は、適用しない。

３ 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者（次条におい
て「施工技術者」という。）の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致してい
るかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

○入契法（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律） 第１６条

第十六条 公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場
の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかど
うかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
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施工体制台帳の記載例

※施工体制台帳の記載項目は、建設業法第24条の7及び建設業法施行規則第14条の2に記載されている。

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有 無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有 無
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施工体制台帳の記入上の留意事項

※ ⑩～⑪及び⑯～⑱は配置した場合に記載し、配置しないときは記載しません。
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外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有 無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有 無
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施工体制台帳の記入上の留意事項

添２-９
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再下請通知書の記載例

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有 無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有 無
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再下請通知書の記入上の留意事項
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外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有 無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有 無
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再下請負通知書の記入上の留意事項
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適
用

除
外

加
入

　
　

未
加

入
適

用
除

外

営
業
所

の
名
称

事
業

所
整

理
記

号
等

会
社

名

知
事

　
一

般

代
表

者
名

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な
許

可
業
種

許
　

可
　
番

　
号

　
　

年
　

　
月
　

　
日

許
可

（
更

新
）
年

月
日

主
任

技
術

者
名

専
　

任
非

専
任

資
格

内
容

工
事

業

工
事

業

 
 
  
  
  
第

　
　

　
　

号

 
 
  
  
  
第

　
　

　
　

号

再
下

請
負

通
知

書
（

作
成

例
）

直
近

上
位

注
文

者
名

【
報

告
下

請
負
業

者
】

住
所

安
全

衛
生

責
任

者
名

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

権
限

及
び

意
見

申
出
方

法
専

門
技

術
者

名

雇
用

管
理

責
任

者
名

元
請

名
称

《
自
社

に
関
す

る
事
項

》

大
臣

　
特

定

知
事

　
一

般

大
臣

　
特

定

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

工
期

自
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

至
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

年
　

　
　
月

　
　
　

日
　

注
文

者
と

の
契

約
日

外
国
人

建
設
就

労
者
の

従
事

の
状
況

(
有

無
)

有
　

　
無

外
国
人

技
能
実

習
生
の

従
事
の

状
況
(
有

無
)

有
　
　

無

安
全
衛

生
推
進

者
名

《
再

下
請
負

関
係
》

再
下
請

負
業

者
及

び
再

下
請

負
契

約
関

係
に

つ
い

て
次

の
と
お

り
報

告
い

た
し

ま
す

。

会
社

名
代

表
者

名

工
期

自
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

至
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

契
約

日
年

　
　
　

月
　
　

　
日
　

住
所

電
話

番
号

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

建
設

業
の

許
可

施
工
に

必
要
な

許
可
業

種
許

　
可
　

番
　
号

許
可
（

更
新
）

年
月
日

工
事
業

大
臣
　
特
定

 
  
 
  
  
第
　
　
　

　
号

　
　
年

　
　
月

　
　
日

知
事
　
一
般

工
事
業

有
　

　
無

外
国
人

技
能
実

習
生
の

従
事

の
状
況

(
有

無
)

大
臣
　
特
定

 
  
 
  
  
第
　
　
　

　
号

　
　
年

　
　
月

　
　
日

知
事
　
一
般

営
業

所
の
名

称

※
再

下
請

通
知

書
の

添
付

書
類

（
建

設
業

法
施

行
規

則
第

１
４

条
の

４
第

３
項

）

・
再

下
請

通
知

人
が

再
下

請
人

と
締

結
し

た
当

初
契

約
及

び
変

更
契

約
の

契
約

書
面

の
写

し
（
公

共
工

事
以

外
の

建
設

工
事

に
つ

い
て

締
結

さ
れ

る
も

の
に

係
る

も
の

は
、

請
負

代
金

の
額

に
係

る
部

分
を

除
く
）



担
当

工
事

内
容

工
期

工
期

工
期

工
期

担
当

工
事

内
容

元
方

安
全

衛
生

管
理

者

総
括

安
全

衛
生

責
任

者

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

工
期

添２-１6

年
月

日
～

年
月

日

工 事

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

工 事

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名

工 事

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

工 事

年
月

日
～

年
月

日

工 事

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

年
月

日
～

年
月

日

工 事

担
当

工
事

内
容

工 事

担
当

工
事

内
容

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

年
月

日
～

年
月

日

工 事

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

工 事

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

工 事

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

工 事
工 事

担
当

工
事

内
容

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

年
月

日
～

年
月

日

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

年
月

日
～

年
月

日

工 事

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

専
門

技
術

者

会
社

名

主
任

技
術

者

年
月

日
～

年
月

日

会
社

名

専
門

技
術

者

工 事

担
当

工
事

内
容

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

工 事

担
当

工
事

内
容

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

主
任

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

専
門

技
術

者
専

門
技

術
者

副
  
  
会

  
  
長

会
社

名

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

工 事

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

発
注

者
名

工
事

名
称

元
請

名

監
督

員
名

監
理

技
術

者
名

主
任

技
術

者
名

　
自

　
　

　
　

　
　

　
年

　
  

  
　

　
 　

　
月

　
　

  
　

  
　

 　
日

　
至

　
　

　
　

　
　

　
年

　
  

  
 　

　
　

　
月

　
　

　
　

 　
  

  
日

専
門

技
術

者

会
社

名

専
門

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

会
  
  

  
  
  
長

担
当

工
事

内
容

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

施
工

体
系

図
（
作

成
例

）

安
全

衛
生

責
任

者
安

全
衛

生
責

任
者

主
任

技
術

者

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名

専
門

技
術

者

工
期



≪
 参

　
　

考
 ≫

【
注

意
事

項
】

※
添

付
す

る
写

真
は

、
縦

　
　

3
ｃ
ｍ

横
　

　
2
.5

ｃ
ｍ

程
度

の
大

き
さ

と
し

、
顔

が
判

別
で

き
る

も
の

と
す

る
。

※
本

様
式

は
、

２
部

作
成

し
、

１
部

保
管

し
、

１
部

提
出

す
る

。
た

だ
し

、
カ

ラ
ー

コ
ピ

ー
も

し
く

は
デ

ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

写
真

を
印

刷
し

た
も

の
を

提
出

し
て

も
よ

い
。

添２-１７

施
工

体
制

台
帳

　
様

式
例

（
工

事
担

当
技

術
者

）

監
理

技
術

者
名

元
請

会
社

名

生
年

月
日

専
任

　
・
　

非
専

任

会
社

名
主

任
技

術
者

名
生

年
月

日 専
任

・
非

専
任

主
任

技
術

者
名

会
社

名
主

任
技

術
者

名

会
社

名
会

社
名

【
写

真
添

付
欄

】

生
年

月
日 専

任
　

・
　

非
専

任

生
年

月
日

主
任

技
術

者
名

会
社

名
主

任
技

術
者

名

主
任

技
術

者
名

生
年

月
日 専

任
　

・
　

非
専

任

【
写

真
添

付
欄

】

生
年

月
日 専

任
　

・
　

非
専

任

会
社

名

生
年

月
日

生
年

月
日 専

任
・
非

専
任

会
社

名

専
任

　
・
　

非
専

任

会
社

名
主

任
技

術
者

名

【
写

真
添

付
欄

】

専
任

　
・
　

非
専

任

主
任

技
術

者
名

生
年

月
日 専

任
・
非

専
任

【
写

真
添

付
欄

】

会
社

名
主

任
技

術
者

名

会
社

名

主
任

技
術

者
名

生
年

月
日

生
年

月
日 専

任
　

・
　

非
専

任

会
社

名

会
社

名

【
写

真
添

付
欄

】

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
工

事
担

当
技

術
者

台
帳

【
写

真
添

付
欄

】

専
任

　
・
　

非
専

任

主
任

技
術

者
名

生
年

月
日 【
写

真
添

付
欄

】

専
任

・
非

専
任

【
写

真
添

付
欄

】
【
写

真
添

付
欄

】
【
写

真
添

付
欄

】

【
写

真
添

付
欄

】
【
写

真
添

付
欄

】

【
写

真
添

付
欄

】

主
任

技
術

者
名

生
年

月
日



 

受注者の工事書類保存期間について 

 

○ 背景 

構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する国民の信頼を

回復するため、建築士法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第１１４

号）が成立し（平成１８年１２月２０日公布）、建設業法についても一部改

正された。 

これを受けて、建設業法施行規則の一部改正等について（平成２０年１１

月２８日施行）により、新たに保存を義務付けることとなる「営業に関する

図書」の具体的内容を定めた。 

 

○ 制定内容（営業に関する図書の保存について） 

建設業の営業に関する書類として、これまで、「請け負った工事の名称等

を記載した帳簿」及びその添付資料として「請負契約の写し」等の保存を義

務付けてきた。 

今般の法改正を受けて、新たに、紛争の解決の円滑化に資する書類とし

て、以下の図書の保存を義務付ける。 

 

[1] 完成図（工事目的物の完成時の状況を表した図） 

[2] 発注者との打合せ記録（工事内容に関するものであって、当事者間で

相互に交付されたものに限る。） 

[3] 施工体系図 

 

保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から直接工事を

請け負う元請業者とする（[3]施工体系図については、省令上の作成義務の

ある工事のみを対象とする。）。 

 

保存期間は、瑕疵担保責任期間（１０年）を踏まえて１０年とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添３-１ 



( )

( )





（
参
考
資
料
２
）
 

（様
式

第
一

号
）

（
Ａ

４
）

年
月

日

知
事

市
区

町
村

長
殿

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ﾌ

ﾘｶ
ﾞﾅ

　
 発

注
者

又
は

自
主

施
工

者
の

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

商
号

又
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
印

（郵
便

番
号

－
）

電
話

番
号

－
－

住
所

（
転

居
予

定
先

）
（郵

便
番

号
－

）
電

話
番

号
－

－

住
所

　
　

　

  
①

工
事

の
名

称

　
②

工
事

の
場

所

　
　

□
建

築
物

に
係

る
解

体
工

事
　

用
途

、
階

数
、

工
事

対
象

床
面

積
の

合
計

㎡

　
　

□
建

築
物

に
係

る
新

築
又

は
増

築
の

工
事

用
途

、
階

数
、

工
事

対
象

床
面

積
の

合
計

㎡

　
　

□
建

築
物

に
係

る
新

築
工

事
等

で
あ

っ
て

新
築

又
は

増
築

の
工

事
に

該
当

し
な

い
も

の
　

用
途

、
階

数
万

円

　
　

□
建

築
物

以
外

の
も

の
に

係
る

解
体

工
事

又
は

新
築

工
事

等
万

円

　
④

請
負

・
自

主
施

工
の

別
：

□
請

負
□

自
主

施
工

２
－

１
．

元
請

業
者

（請
負

契
約

に
よ

ら
な

い
で

自
ら

施
工

す
る

場
合

は
記

載
不

要
）

　
　

ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
　

①
氏

名
（
法

人
に

あ
っ

て
は

商
号

又
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）

（
郵

便
番

号
－

）
電

話
番

号
－

－

　
②

住
所

　
③

許
可

番
号

（
登

録
番

号
）

　
　

□
建

設
業

の
場

合

　
　

　
建

設
業

許
可

□
大

臣
□

知
事

号
（

工
事

業
）

　
　

　
主

任
技

術
者

（監
理

技
術

者
）
氏

名

　
　

□
解

体
工

事
業

の
場

合

　
　

　
解

体
工

事
業

登
録

知
事

号

　
　

　
技

術
管

理
者

氏
名

２
－

２
．

下
請

業
者

（元
請

業
者

が
請

け
負

っ
た

建
設

工
事

の
全

部
又

は
一

部
を

他
の

建
設

業
を

営
む

者
に

請
け

負
わ

せ
る

場
合

）

  
  

  
 ※

下
請

業
者

の
記

載
に

つ
い

て
は

、
届

出
の

時
点

で
契

約
を

締
結

し
て

い
な

い
場

合
に

は
契

約
締

結
後

、
電

話
等

に
よ

り
お

知
ら

せ
願

い
ま

す
。

　
　

ﾌ
ﾘｶ

ﾞﾅ
　

①
氏

名
（
法

人
に

あ
っ

て
は

商
号

又
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）

（
郵

便
番

号
－

）
電

話
番

号
－

－

　
②

住
所

　
③

許
可

番
号

（
登

録
番

号
）

　
　

□
建

設
業

の
場

合

　
　

　
建

設
業

許
可

□
大

臣
□

知
事

号
（

工
事

業
）

　
　

　
主

任
技

術
者

（監
理

技
術

者
）
氏

名

　
　

□
解

体
工

事
業

の
場

合

　
　

　
解

体
工

事
業

登
録

知
事

号

　
　

　
技

術
管

理
者

氏
名

３
．

対
象

建
設

工
事

の
元

請
業

者
か

ら
法

第
1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
説

明
を

受
け

た
年

月
日

　
　

（
請

負
契

約
に

よ
ら

な
い

で
自

ら
施

工
す

る
場

合
は

記
載

不
要

）

月
日

　
　

  
建

築
物

に
係

る
解

体
工

事
に

つ
い

て
は

別
表

１

　
  

　
建

築
物

に
係

る
新

築
工

事
等

に
つ

い
て

は
別

表
２

　
  

　
建

築
物

以
外

の
も

の
に

係
る

解
体

工
事

又
は

新
築

工
事

等
に

つ
い

て
は

別
表

３

　
  

に
よ

り
記

載
す

る
こ

と
。

５
．

工
程

の
概

要

年
月

日

年
月

日

（
で

き
る

だ
け

図
面

、
表

等
を

利
用

す
る

こ
と

と
し

、
記

載
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

「別
紙

の
と

お
り

」と
記

載
し

、
別

紙
を

添
付

す
る

こ
と

。
）

（
注

意
）

１
　

□
欄

に
は

、
該

当
箇

所
に

「
レ

」を
付

す
こ

と
。

２
　

記
名

押
印

に
代

え
て

、
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
　

届
出

書
に

は
、

対
象

建
設

工
事

に
係

る
建

築
物

等
の

設
計

図
又

は
現

状
を

示
す

明
瞭

な
写

真
を

添
付

す
る

こ
と

。

※
受

付
番

号
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

４
．

分
別

解
体

等
の

計
画

等年

（
工

事
着

手
予

定
日

）

（
工

事
完

了
予

定
日

）

１
．

工
事

の
概

要

届
　

出
　

書

　
③

工
事

の
種

類
及

び
規

模
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　 (　
　

－
　

　
）
　

請
負

代
金

　
建

設
工

事
に

係
る

資
材

の
再

資
源

化
等

に
関

す
る

法
律

第
1
0条

第
1項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。

記

、
請

負
代

金

(　
　

－
　

　
）
　

　

 

別
表

１
（
Ａ

４
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
ト
ン

□
欄

に
は

、
該

当
箇

所
に

「
レ

」
を

付
す

こ
と

。

備
考

□
　

手
作

業

□
　

手
作

業

□
　

手
作

業
・
機

械
作

業
の

併
用

□
　

手
作

業
・
機

械
作

業
の

併
用

□
⑤

ト
ン

□
⑤

□
①

　
□

②
　

□
③

　
□

④

□
ｱ

ｽ
ﾌ

ｧ
ﾙ

ﾄ･
ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ塊

廃 棄 物 発 生 見 込 量

特
定

建
設

資
材

廃
棄

物
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

及
び

そ
の

発
生

が
見

込
ま

れ
る

建
築

物
の

部
分

（
注

）
　

①
建

築
設

備
・
内

装
材

等
　

②
屋

根
ふ

き
材

　
③

外
装

材
・
上

部
構

造
部

分
　

④
基

礎
・
基

礎
ぐ

い
　

⑤
そ

の
他

ト
ン

□
建

設
発

生
木

材
ト
ン

□
①

　
□

②
　

□
③

　
□

④

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
の

場
合

の
理

由
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

　
　

）

種
類

量
の

見
込

み
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト
塊

□
①

　
□

②
　

□
③

　
□

④
□

⑤

発
生

が
見

込
ま

れ
る

部
分

（
注

）

①
の

工
程

に
お

け
る

木
材

の
分

別
に

支
障

と
な

る
建

設
資

材
の

事
前

の
取

り
外

し

建
築

物
に

係
る

解
体

工
事

分
別

解
体

等
の

計
画

等
建

築
物

の
構

造
□

木
造

  
　

□
鉄

骨
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
□

鉄
筋

コ
ン

ク
リ
ー

ト
造

□
鉄

骨
造

　
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト
ブ

ロ
ッ

ク
造

　
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（

特
定
建

設
資

材
に

付
着
し

て
い

な
い

、
解
体

時
に

発
生

す
る
有

害
物

質
）

建
築

物
に

関
す

る
調

査
の

結
果

建
築

物
に

関
す

る
調

査
の

結
果

建
築

物
に

関
す

る
調

査
の

結
果

及
び

工
事

着
手

前
に

実
施

す
る

措
置

の
内

容

□
無

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

築
年

数
　

　
　

　
年

、
棟

数
　

　
　

　
棟

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

周
辺

状
況

建
築

物
の

状
況

敷
地

境
界

と
の

最
短

距
離

　
約

　
　

　
　

　
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
　

□
病

院
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

周
辺

に
あ

る
施

設
　

□
住

宅
　

□
商

業
施

設
　

□
学

校

作
業

場
所

工 程 ご
と

の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法

工
程

①
建

築
設

備
・
内

装
材

等

②
屋

根
ふ

き
材

□
有

　
□

無

工
事

の
工

程
の

順
序

□
上

の
工

程
に

お
け

る
①

→
②

→
③

→
④

の
順

序

□
無

分
別

解
体

等
の

方
法

□
有

( □
飛

散
性

石
綿

（
吹

付
け

石
綿

、
石

綿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
含

有
吹
付

け
ロ
ッ

ク
ウ

ー
ル

 
等
）

 
 
 
 
 
 
□

非
飛

散
性

石
綿

（
石

綿
含

有
ビ

ニ
ー
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
床
タ

イ
ル

 
等

)

作
業

内
容

□
　

手
作

業

④
基

礎
・
基

礎
ぐ

い

⑤
そ

の
他

（　
　

　
　

　
）

③
外

装
材

・
上

部
構

造
部

分

建
築

設
備

･内
装

材
等

の
取

り
外

し
□

有
　

□
無

屋
根

ふ
き

材
の

取
り

外
し

□
有

　
□

無

基
礎

・
基

礎
ぐ

い
の

取
り

壊
し

□
有

　
□

無
そ

の
他

の
取

り
壊

し
□

有
　

□
無

□
　

手
作

業
・
機

械
作

業
の

併
用

外
装

材
・
上

部
構

造
部

分
の

取
り

壊
し

建
築

物
に

用
い

ら
れ

た
建

設
資

材
の

量
の

見
込

み

□
　

手
作

業

□
　

手
作

業
・
機

械
作

業
の

併
用

併
用

の
場

合
の

理
由

（
　

　
　

　
　

）

□
　

手
作

業

□
　

手
作

業
・
機

械
作

業
の

併
用

併
用

の
場

合
の

理
由

（
　

　
　

　
　

）

□
内

装
材

に
木

材
が

含
ま

れ
る

場
合

不
可

の
場

合
の

理
由

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
可

　
□

不
可

搬
出

経
路

  
  

  
  

  
□

そ
の

他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
)

□
無

障
害

物
　

□
有

（　
　

  
  

　
）
□

無

特
定

建
設

資
材

へ
の

付
着

物

残
存

物
品

□
有

（　
　

　
　

　
　

　
  

　
　

）

工
事

着
手

前
に

実
施

す
る

措
置

の
内

容

□
有

(□
飛

散
性

石
綿

（鉄
骨

等
に

吹
付

け
ら

  
  

  
  

  
  

  
 れ

た
石

綿
、

石
綿

を
含

有
す

る
断

熱
材

  
  

  
  

  
  

  
 ・

保
温

材
・耐

火
被

覆
材

 等
)

  
  

  
□

非
飛

散
性

石
綿

（
屋

根
材

・
外

装
材

・
内

　
　

　
　

装
材

・
石

綿
含

有
ビ

ニ
ー

ル
床

タ
イ

ル
 等

）
　

　
　

□
フ

ロ
ン

類
使

用
機

器
（業

務
用

エ
ア

コ
ン

、
　

　
　

　
業

務
用

冷
凍

冷
蔵

機
器

等
）

  
  

  
  

  
□

そ
の

他
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
)

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

作
業

場
所

　
□

十
分

　
□

不
十

分

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

通
学

路
　

□
有

　
  

  
  

  
  

  
□

無

前
面

道
路

の
幅

員
　

約
　

　
　

ｍ

 

添４－３



別
表

２
（
Ａ

４
）

備
考

□
欄

に
は

、
該

当
箇

所
に

「
レ

」
を

付
す

こ
と

。

上
部

構
造

部
分

・
外

装
の

工
事

　
□

有
　

□
無

屋
根

の
工

事
　

□
有

　
□

無

□
ｱ
ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ

ﾄ･
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘｰ

ﾄ塊
□

⑤
　

□
⑥

そ
の

他
の

工
事

　
□

有
　

□
無

使
用

す
る

部
分

又
は

発
生

が
見

込
ま

れ
る

部
分

（
注

）
□

コ
ン

ク
リ
ー

ト
塊

ト
ン

□
①

　
□

②
　

□
③

　
□

④

⑤
建

築
設

備
・内

装
等

⑥
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）

□
⑤

　
□

⑥

建
築

設
備

・
内

装
等

の
工

事
　

□
有

　
□

無

ト
ン

□
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
　

□
木

材

搬
出

経
路

作
業

場
所

□
①

　
□

②
　

□
③

　
□

④

工
程

□
⑤

　
□

⑥

建
築

物
に

関
す

る
調

査
の

結
果

及
び

工
事

着
手

前
に

実
施

す
る

措
置

の
内

容

□
有

(□
飛
散

性
石

綿
（

吹
付

け
石
綿

、
石
綿

 
  

 
  

 
  
含
有
吹
付

け
ロ
ッ

ク
ウ
ー
ル

 
等
）

 
 
  
 
 
□

非
飛
散

性
石

綿
（
石
綿

含
有
ビ

ニ
ー
ル

 
  

 
  

 
  
床
タ

イ
ル
 
等

)

  
  
  

  
  
□

そ
の
他

(
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
)
)

□
無

前
面

道
路

の
幅

員
　

約
　

　
　

ｍ

作
業

内
容

①
造

成
等

造
成

等
の

工
事

　
□

有
　

□
無

□
有

(□
飛

散
性

石
綿

（
鉄

骨
等

に
吹

付
け

ら
  

  
  

  
  
  

  
 れ

た
石

綿
、

石
綿

を
含

有
す

る
断

熱
材

  
  
  

  
  
  

  
 ・

保
温

材
・耐

火
被

覆
材

 等
)

  
  
  
□

非
飛

散
性

石
綿

（屋
根

材
・
外

装
材

・内
　

　
　

　
装

材
・
石

綿
含

有
ビ

ニ
ー

ル
床

タ
イ

ル
 等

）
　

　
　

□
フ

ロ
ン

類
使

用
機

器
（
業

務
用

エ
ア

コ
ン

、
　

　
　

　
業

務
用

冷
凍

冷
蔵

機
器

等
）

  
  
  
 
 
□

そ
の
他

(
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
)
)

□
無

そ
の

他
（
特

定
建
設

資
材

に
付

着
し
て

い
な

い
、

修
繕
・

模
様

替
等

の
実
施

時
に

発
生

す
る
有

害
物

質
）

工 程 ご と の 作 業 内 容

通
学

路
　

□
有

　
  
  

  
  
  

  
□

無

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

  
　

）

特
定

建
設

資
材

へ
の

付
着

物
（修

繕
・模

様
替

工
事

の
み

）

②
基

礎
・
基

礎
ぐ

い

③
上

部
構

造
部

分
・
外

装

④
屋

根

基
礎

・
基

礎
ぐ

い
の

工
事

　
□

有
　

□
無

廃 棄 物 発 生 見 込 量

特
定

建
設

資
材

廃
棄

物
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

並
び

に
特

定
建

設
資

材
が

使
用

さ
れ

る
建

築
物

の
部

分
及

び
特

定
建

設
資

材
廃

棄
物

の
発

生
が

見
込

ま
れ

る
建

築
物

の
部

分

種
類

量
の

見
込

み

（
注

）
　

①
造

成
等

　
②

基
礎

　
③

上
部

構
造

部
分

・
外

装
　

④
屋

根
　

⑤
建

築
設

備
・
内

装
等

　
⑥

そ
の

他

□
①

　
□

②
　

□
③

　
□

④
ト
ン

□
建

設
発

生
木

材

建
築

物
に

係
る

新
築

工
事

等
（
新

築
・
増

築
・修

繕
・模

様
替

）

工
事

着
手

前
に

実
施

す
る

措
置

の
内

容
建

築
物

に
関

す
る

調
査

の
結

果

作
業

場
所

　
□

十
分

　
□

不
十

分

築
年

数
　

　
　

　
年

、
棟

数
　

　
　

　
棟

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

周
辺

に
あ

る
施

設
　

□
住

宅
　

□
商

業
施

設
　

□
学

校

　
　

　
　

　
　

　
　

□
病

院
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

敷
地

境
界

と
の

最
短

距
離

　
約

　
　

　
　

　
ｍ

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
  

  
　

）

障
害

物
　

□
有

（
　

　
　

）　
  
□

無

分
別

解
体

等
の

計
画

等
使

用
す

る
特

定
建

設
資

材
の

種
類

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
　

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
及

び
鉄

か
ら

成
る

建
設

資
材

建
築

物
に

関
す

る
調

査
の

結
果

建
築

物
の

状
況

周
辺

状
況

 

別
表

３
（
Ａ

４
）

仮
設

工
事

　
□

有
　

□
無

□
　

手
作

業
・機

械
作

業
の

併
用

土
工

事
　

□
有

　
□

無
□

　
手

作
業

・機
械

作
業

の
併

用

基
礎

工
事

　
□

有
　

□
無

□
　

手
作

業
・機

械
作

業
の

併
用

本
体

構
造

の
工

事
　

□
有

　
□

無
□

　
手

作
業

・機
械

作
業

の
併

用

本
体

付
属

品
の

工
事

　
□

有
　

□
無

□
　

手
作

業
・機

械
作

業
の

併
用

そ
の

他
の

工
事

　
□

有
　

□
無

□
　

手
作

業
・機

械
作

業
の

併
用

□
上

の
工

程
に

お
け

る
⑤

→
④

→
③

の
順

序
□

そ
の

他
（ 

  
 　

　
  
  
  
  

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
）

そ
の

他
の

場
合

の
理

由
（　

　
　

  
  

  
  
  
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
欄

に
は

、
該

当
箇

所
に

「
レ

」
を

付
す

こ
と

。

備
考

廃 棄 物 発 生 見 込 量

特
定

建
設

資
材

廃
棄

物
の

種
類

ご
と

の
量

の
見

込
み

（
全

工
事

）
並

び
に

特
定

建
設

資
材

が
使

用
さ

れ
る

工
作

物
の

部
分

（新
築

・維
持

・修
繕

工
事

の
み

）
及

び
特

定
建

設
資

材
廃

棄
物

の
発

生
が

見
込

ま
れ

る
工

作
物

の
部

分
（
維

持
・修

繕
・解

体
工

事
の

み
）

□
ｱ
ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ

ﾄ･
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘｰ

ﾄ塊
ト
ン

（
注

）
　

①
仮

設
　

②
土

工
　

③
基

礎
　

④
本

体
構

造
　

⑤
本

体
付

属
品

　
⑥

そ
の

他

□
⑤

　
□

⑥
□

①
　

□
②

　
□

③
　

□
④

量
の

見
込

み

□
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
□

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
）

工
事

の
種

類

使
用

す
る

特
定

建
設

資
材

の
種

類
(新

築
･維

持
･修

繕
工

事
の

み
）

⑥
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

）
□

　
手

作
業

□
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
）

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
　

手
作

業

搬
出

経
路

□
有

(□
飛

散
性

石
綿

（
鉄

骨
等

に
吹

付
け

ら
  
  
  
  
  
  
  

 れ
た

石
綿

、
石

綿
を

含
有

す
る

断
熱

材
  
  
  
  
  
  
  

 ・
保

温
材

・
耐

火
被

覆
材

 等
)

  
  
  
□

非
飛

散
性

石
綿

（
屋

根
材

・
外

装
材

・
内

　
　

　
　
装

材
・
石

綿
含

有
ビ

ニ
ー

ル
床

タ
イ

ル
 等

）
　

　
　

□
フ

ロ
ン

類
使

用
機

器
（
業

務
用

エ
ア

コ
ン

、
　

　
　

　
業

務
用

冷
凍

冷
蔵

機
器

等
）

  
  
  
  

  
□

そ
の
他

(
  

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

)
)

特
定

建
設

資
材

へ
の

付
着

物
（
解

体
・
維

持
・
修

繕
工

事
の

み
）

障
害

物
　

□
有

（　
　

　
）
　

　
　

□
無

建
築

物
以

外
の

も
の

に
係

る
解

体
工

事
又

は
新

築
工

事
等

（
土

木
工

事
等

）

分
別

解
体

等
の

計
画

等

□
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
　

□
木

材

作
業

場
所

　
□

十
分

　
□

不
十

分

工
作

物
に

関
す

る
調

査
の

結
果

□
新

築
工

事
　

□
維

持
・
修

繕
工

事
　

□
解

体
工

事
□

電
気

　
□

水
道

　
□

ガ
ス

　
□

下
水

道
　

□
鉄

道
　

□
電

話

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
　

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
及

び
鉄

か
ら

成
る

建
設

資
材

　
　

　
　
　

　
　

　
□

病
院

　
□

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

工
作

物
の

構
造

（
解

体
工

事
の

み
）

工
事

着
手

前
に

実
施

す
る

措
置

の
内

容
工

作
物

に
関

す
る

調
査

の
結

果

□
無

□
　

手
作

業

□
　

手
作

業

②
土

工

分
別

解
体

等
の

方
法

（
解

体
工

事
の

み
）

③
基

礎

□
　

手
作

業

築
年

数
　

　
　

　
年

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

）

工
作

物
の

状
況

周
辺

に
あ

る
施

設
　

□
住

宅
　

□
商

業
施

設
　

□
学

校
周

辺
状

況

敷
地

境
界

と
の

最
短

距
離

　
約

　
　

　
　

　
ｍ

そ
の

他
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

）

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法

□
建

設
発

生
木

材

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

⑤
本

体
付

属
品

ト
ン

使
用

す
る

部
分

又
は

発
生

が
見

込
ま

れ
る

部
分

（
注

）
□

①
　

□
②

　
□

③
　

□
④

工
事

の
工

程
の

順
序

（
解

体
工

事
の

み
）

工
作

物
に

用
い

ら
れ

た
建

設
資

材
の

量
の

見
込

み
（
解

体
工

事
の

み
）

　
　

　
　

　
　
　

　
　

ト
ン

ト
ン

□
⑤

　
□

⑥

工
程

作
業

内
容

①
仮

設

種
類

□
①

　
□

②
　

□
③

　
□

④

□
　

手
作

業

□
⑤

　
□

⑥

④
本

体
構

造

工
作

物
に

関
す

る
調

査
の

結
果

及
び

工
事

着
手

前
に

実
施

す
る

措
置

の
内

容

作
業

場
所

前
面

道
路

の
幅

員
　

約
　

　
　

　
ｍ

□
有

( □
飛
散

性
石
綿
（

吹
付

け
石

綿
、
石

綿
  

 
  

  
  
含

有
吹

付
け

ロ
ッ

ク
ウ

ー
ル

 
等

）
  

 
  

 
□
非

飛
散
性

石
綿

（
石

綿
含

有
ビ

ニ
ー

ル
  

 
  

  
  
床

タ
イ

ル
 
等

)

  
  
  
  
  
□
そ

の
他

(
 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
))

□
無

通
学

路
　

□
有

　
　

　
　
　

　
　

　
□

無
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　
　

）

そ
の

他
（
特
定

建
設
資
材

に
付
着

し
て
い
な

い
、
解

体
・
維
持

修
繕
時

に
発
生
す

る
有
害

物
質
）

添４－４











（参考資料６） 

 

記載例 

通  知  書 

平成 〇〇 年 〇 月 〇 日 

                    知事 

  神奈川県   市区町村長 殿 

 

        （工事発注者）発注者職氏名：神奈川県〇〇土木事務所 神奈川太郎 印                

               住  所 ：神奈川県〇〇市〇〇町 〇〇―〇〇   

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 11 条の規定により、下記のとおり通知

します。 

記 

 
連 
絡

先 

所 属 名      神奈川県〇〇土木事務所 道路都市課 

担当者職氏名
フリガナ

 道路建設班 工事
コ ウ ジ

一郎
イチロウ

 

電 話 番 号      〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇(内線 〇〇) 

 

 

工 

 

事 

 

の 

 

内 

 

容 

工事の名称      平成〇〇年度 県道〇〇号線道路補修工事（その〇） 

工事の場所      神奈川県〇〇市〇〇町 地内 

工事の概要      
工事の種類 
 □建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事 
 □建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
 ☑建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等( 舗装工事           )注１ 
工事の規模 
 建築物に係る解体工事      用途    、階数    、工事対象床面積          ㎡ 
 建築物に係る新築又は増築の工事 用途    、階数    、工事対象床面積      ㎡ 
 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
             用途    、階数    、請負代金      万円(税込) 
 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等           請負代金１，０００万円(税込) 

建築物及び工作物に関する調査の結果等 
飛散性石綿の有無 □有    ☑無 
フロン類使用機器 □有（業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等） ☑無 

 工   期  平成 〇〇 年 〇 月 〇〇 日～平成 〇〇 年 〇 月 〇〇 日 

工事着手予定日：平成 〇〇 年 〇 月 〇〇 日 

請 

 
負 

 
者 

会 社 名 〇〇建設株式会社 現場代理人氏名
フリガナ

 現場
ゲ ン バ

二郎
ジ ロ ウ

 

所 在 地  〒〇〇〇―〇〇〇〇 神奈川県〇〇市〇〇町〇〇―〇〇 

電話番号  〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 ＦＡＸ 〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 

 
※受付番号：           
注１）建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装、  

築堤、土地改良等） 

添４－９



    















  

６ 建設副産物実態調査（センサス） 

 
○調査目的 建設副産物の処理実態を把握するために実施する統計調査 

○調査票の種類 
① 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ 

搬入する建設資材 9品目 

※該当品目がない場合には、「その他の建設資材」のタブに入力する。 

② 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ 

搬出する建設副産物 15品目 

  ○調査対象工事 資材の使用、建設副産物の発生の有無にかかわらず 100 万円以上の全工事が対象 
○調査方法 「建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に記載された方法

に従って、『建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）※1』によりデータを作成す

る。 

 

ＣＯＢＲＩＳのホームページ：http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

（操作方法はＣＯＢＲＩＳホームページの「各種マニュアル」→「建設副産物情報交換

システム」の「操作マニュアル（排出事業者用）」を確認） 

 

①契約時点でのデータを入力後「建設副産物情報交換システム工事登録証明書（計画）」

を監督員に提出 

②工事完成時に最終データを入力し「再生資源利用｛促進｝実施書」に書き換え 

③各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないこ

とを確認する。 

④工事完成時に「建設副産物情報交換システム工事登録証明書（実施）」を監督員に提出  

 

※１ＣＯＢＲＩＳとは、一般財団法人日本建設情報統合センター（ＪＡＣＩＣ）が提供す

るインターネットを利用したシステムで、使用者は発行されたＩＤとパスワードによ

り専用のＷＥＢサイトからログインして使用するため、パソコンへのソフトウェアの

インストールは不要、操作性もこれまでのＣＲＥＤＡＳとほぼ同様です。 

  なお、ＣＯＢＲＩＳの利用にあたっては、工事を監理できる支店・事務所単位※2で利

用料金が発生します。 

 

※２支店、営業所などが対象（各工事現場の現場事務所は対象外）。１つの支店、営業所毎

に１つのＩＤとなっており、１つのＩＤで複数名が同時にログインし、作業が可能。 

 

○その他 詳細な調査要領や記入要領は以下の県ホームページに公開しています。 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7x/cnt/f7310/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

添４－１７ 

http://www.recycle.jacic.or.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7x/cnt/f7310/index.html
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http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4330/p309211.html

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4330/p309211.html
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別
表

１
 

【
溶

出
量

基
準

】
 

 
項

 
 

 
 

目
 

基
 

 
 

 
準

 
測

 
 

定
 

 
方

 
 

法
 

カ
ド

ミ
ウ

ム
及

び
 

そ
の

化
合

物
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
カ

ド
ミ

ウ
ム

 

0
.
0
1
m
g
以

下
で

あ
る

こ
と

 
日

本
工

業
規

格
（

以
下

「
規

格
」

と
い

う
。

）
 

K
0
1
0
2
の

5
5
に

定
め

る
方

法
 

六
価

ク
ロ

ム
化

合
物

 
検

液
１

L
に

つ
き

六
価

ク
ロ

ム
 

0
.
0
5
m
g
以

下
で

あ
る

こ
と

 

規
格

K
0
1
0
2
の

6
5
.
2
に

定
め

る
方

法
（

た
だ

し
、

規
格

K
0
1
0
2
の

6
5
.
2
.
6
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

塩
分

の
濃

度
の

高
い

試
料

を
測

定
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
規

格
K
0
1
7
0
-
７

の
７

の
ａ

）
又

は

ｂ
）

に
定

め
る

操
作

を
行

う
も

の
と

す
る

。
）

 

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
0
.
0
0
2
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

平
成

９
年

３
月

環
境

庁
告

示
第

1
0
号

（
地

下
水

の
水

質
汚

濁
に

係
る

環
境

基
準

に
つ

い
て

)
付

表
に

掲
げ

る
方

法
 

シ
 

マ
 

ジ
 

ン
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
 
0
.
0
0
3
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

昭
和

4
6
年

1
2
月

環
境

庁
告

示
第

5
9
号

（
水

質
汚

濁
に

係
る

環
境

基
準

に
つ

い
て

）
（

以
下

「
水

質
環

境
基

準
告

示
」

と
い

う
。

）
付

表
５

の
第

１
又

は
第

２
に

掲
げ

る
方

法
 

シ
ア

ン
化

合
物

 
検

液
中

に
シ

ア
ン

が
検

出
さ

れ
な

い

こ
と

 
規

格
K
0
1
0
2
の

3
8
に

定
め

る
方

法
（

規
格

K
0
1
0
2

の
3
8
.
1
.
1
に

定
め

る
方

法
を

除
く

）
 

チ
オ

ベ
ン

カ
ル

ブ
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
0
.
0
2
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

水
質

環
境

基
準

告
示

付
表

５
の

第
１

 

又
は

第
２

に
掲

げ
る

方
法

 

四
 
塩

 
化

 
炭

 
素

 
検

液
１

L
に

つ
き

 
0
.
0
0
2
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
、

 
5
.
3
.
1
、

 
5
.
4
.
1
又

は
 
5
.
5
に

定
め

る
方

法
 

１
，

２
－

ジ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
 検

液
１

Ｌ
に

つ
き

 
0
.
0
0
4
m
g
 

以
下

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
、

 
5
.
3
.
1
 

又
は

 
5
.
3
.
2
に

定
め

る
方

法
 

１
，

１
－

ジ
ク

ロ
ロ

 

エ
チ

レ
ン

 
検

液
１

Ｌ
に

つ
き

0
.
1
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
又

は
 
5
.
3
.
2

 
に

定
め

る
方

法
 

１
，

２
－

ジ
ク

ロ
ロ

 

エ
チ

レ
ン

 
検

液
１

Ｌ
に

つ
き

0
.
0
4
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

シ
ス

体
に

あ
っ

て
は

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.

2
又

は
 
5
.
3
.
2
に

定
め

る
方

法
、
ト

ラ
ン

ス
体

に

あ
っ

て
は

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
又

は
 
5
.

3
.
1
に

定
め

る
方

法
 

１
，

３
－

ジ
ク

ロ
ロ

 

プ
ロ

ペ
ン

 
検

液
１

Ｌ
に

つ
き

 
0
.
0
0
2
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
又

は
 
5
.
3
.
1

 
に

定
め

る
方

法
 

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
0
.
0
2
m
g
以

下
で

 
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
又

は
 
5
.
3
.
2

 
に

定
め

る
方

法
 

水
銀

及
び

そ
の

化
合

物
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
水

銀
0
.
0
0
0
5
m
g

 
以

下
で

あ
り

、
か

つ
、

検
液

中
に

 
ア

ル
キ

ル
水

銀
が

検
出

さ
れ

な
い

 
こ

と
 

水
銀

に
あ

っ
て

は
水

質
環

境
基

準
告

示
付

表
１

に
掲

げ
る

方
法

、
ア

ル
キ

ル
水

銀
に

あ
っ

て
は

水
質

環
境

基
準

告
示

付
表

２
及

び
昭

和
4
9
年

9

月
環

境
庁

告
示

第
6
4
号

（
環

境
大

臣
が

定
め

る

排
水

基
準

に
係

る
検

定
方

法
）

（
以

下
「

排
出

基
準

検
定

告
示

」
と

い
う

。
）

付
表

3
に

掲
げ

る

方
法

 

 
- 

10
 

- 
 

 

項
 

 
 

 
目

 
基

 
 

 
 

準
 

測
 

 
定

 
 

方
 

 
法

 

セ
レ

ン
及

び
そ

の
化

合
物

 
検

液
１

Ｌ
に

つ
き

セ
レ

ン
0
.
0
1
m
g

 
以

下
で

あ
る

こ
と

 

規
格

K
0
1
0
2
の

6
7
.
2
、

6
7
.
3
又

は
6
7
.
4
 

に
定

め
る

方
法

 

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

 
検

液
１

Ｌ
に

つ
き

0
.
0
1
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
、

 
5
.
3
.
1
、

 
 
5
.
4
.
1
又

は
 
5
.
5
に

定
め

る
方

法
 

チ
 

ウ
 

ラ
 

ム
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
 
0
.
0
0
6
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

水
質

環
境

基
準

告
示

付
表

４
に

 

掲
げ

る
方

法
 

１
，

１
，

１
－

ト
リ

ク
ロ

ロ
 

エ
タ

ン
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
１

m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
、

 
5
.
3
.
1
、

 
 
5
.
4
.
1
又

は
 
5
.
5
に

定
め

る
方

法
 

１
，

１
，

２
－

ト
リ

ク
ロ

ロ
 

エ
タ

ン
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
 
0
.
0
0
6
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
、

 
5
.
3
.
1
、

 
 
5
.
4
.
1
又

は
 
5
.
5
に

定
め

る
方

法
 

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 

検
液

１
L
に

つ
き

0
.
0
3
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
、

 
5
.
3
.
1
、

 
 
5
.
4
.
1
又

は
 
5
.
5
に

定
め

る
方

法
 

鉛
及

び
そ

の
化

合
物

 
検

液
１

L
に

つ
き

鉛
0
.
0
1
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
0
2
の

5
4
に

定
め

る
方

法
 

砒
素

及
び

そ
の

化
合

物
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
砒

素
0
.
0
1
m
g
 

以
下

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
0
2
の

6
1
に

定
め

る
方

法
 

ふ
っ

素
及

び
そ

の
化

合
物

 
検

液
１

Ｌ
に

つ
き

ふ
っ

素
0
.
8
m
g

 
以

下
で

あ
る

こ
と

 

規
格

K
0
1
0
2
の

3
4
.
1
若

し
く

は
3
4
.
4
に

定

め
る

方
法

又
は

規
格

K
0
1
0
2
の

3
4
.
1
c
)（

注

(
6
)
第

３
文

を
除

く
｡
）
に

定
め

る
方

法
（

懸

濁
物

質
及

び
イ

オ
ン

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
法

で
妨

害
と

な
る

物
質

が
共

存
し

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
｡
）
及

び
水

質
環

境
基

準
告

示
付

表

６
に

掲
げ

る
方

法
 

ベ
 

ン
 

ゼ
 

ン
 

検
液

１
Ｌ

に
つ

き
0
.
0
1
m
g
以

下
 

で
あ

る
こ

と
 

規
格

K
0
1
2
5
の

 
5
.
1
、

 
5
.
2
 

又
は

 
5
.
3
.
2
に

定
め

る
方

法
 

ほ
う

素
及

び
そ

の
化

合
物

 
検

液
１

Ｌ
に

つ
き

 

ほ
う

素
1
m
g
以

下
で

あ
る

こ
と

 
規

格
K
0
1
0
2
の

4
7
.
1
、

4
7
.
3
又

は
4
7
.
4
に

 

定
め

る
方

法
 

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
 

（
Ｐ

Ｃ
Ｂ

）
 

検
液

中
に

検
出

さ
れ

な
い

こ
と

 
水

質
環

境
基

準
告

示
付

表
３

に
 

掲
げ

る
方

法
 

有
機

り
ん

化
合

物
（

パ
ラ

チ
オ

ン
、
メ

チ
ル

パ
ラ

チ
オ

ン
、
メ

チ

ル
ジ

メ
ト

ン
及

び
E
P
N
に

限
る

）
 検

液
中

に
検

出
さ

れ
な

い
こ

と
 

排
出

基
準

検
定

告
示

付
表

１
に

掲
げ

る
方

法
又

は
規

格
K
0
1
0
2
の

3
1
.
1
に

定
め

る
方

法
の

う
ち

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
法

以
外

の
も

の
（

メ
チ

ル
ジ

メ
ト

ン
に

あ
っ

て
は

、

排
出

基
準

検
定

告
示

付
表

２
に

掲
げ

る
方

法
）
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(5)⑤検定試験結果報告書（報告例） （ 様 式 ２ ）
平成31年4月版

※　「合否」欄については、測定値が基準値内の場合は「合」を、基準値を超過した場合は「否」を記入してください。

備考
発生場所 ○○市神奈川7丁目　地先 工事名 平成○○年度　河川改修工事（県単）

請負業社名 ○○建設株式会社 工　期 平成○○年度　○月○日　～　○月○日

昭和50年 総理府令第31号（農用地（田に限る））

検体の性状 形状 粉体状 色相 茶褐色 臭気 無臭

砒素及びその化合物 mg/kg ― ― 15以下 ―

JIS  K 0102 47.1,47.3又は47.4

※以下の２項目は、搬出先が農地（田に限る）の場合のみ記載

銅 mg/kg ― ― 125以下 ― 昭和47年 総理府令第66号（農用地（田に限る））

ほう素及びその化合物 mg/kg 50未満 50 4,000以下 合

JIS  K 0102 61

ふっ素及びその化合物 mg/kg 100未満 100 4,000以下 合
JIS  K 0102 34.1若しくは34.4又は34.1c)

(注(6)第3文を除く)及び昭和46年環告第59号付表6

砒素及びその化合物 mg/kg 5未満 5 150以下 合

JIS  K 0102 67.2,67.3又は67.4

鉛及びその化合物 mg/kg 10 5 150以下 合 JIS  K 0102 54

セレン及びその化合物 mg/kg 1未満 1 150以下 合

JIS  K 0102 38(38.1の方法を除く)

水銀及びその化合物 mg/kg 0.5未満 0.5 15以下 合 昭和46年  環告第59号 付表1

シアン化合物 mg/kg 2未満 2 50以下（遊離シアン） 合

mg/kg 5未満 5 250以下 合 JIS  K 0102 65.2

昭和49年環告第64号付表1又はJISK 0102 31.1のうち

ガスクロマトグラフ法以外（メチルジメトンは、昭和49年環告第64号付表2）

含
　
有
　
量
　
調
　
査

カドミウム及びその化合物 mg/kg 1未満 1 150以下 合 JIS  K 0102 55

六価クロム化合物

有機りん化合物 mg/l 不検出 0.1 不検出 合

昭和46年  環告第59号 付表4

ポリ塩化ビフェニル mg/l 不検出 0.0005 不検出 合 昭和46年  環告第59号 付表3

チウラム mg/l 0.0006未満 0.0006 0.006以下 合

昭和46年  環告第59号 付表5第1又は第2

昭和46年  環告第59号 付表5第1又は第2チオベンカルブ mg/l 0.002未満 0.002 0.02以下 合

シマジン mg/l 0.0003未満 0.0003 0.003以下 合

JIS  K 0102 34.1若しくは34.4又は34.1c)(注(6)第3文を除く)

及び昭和46年環告第59号付表6

ほう素及びその化合物 mg/l 0.2未満 0.2 1以下 合 JIS  K 0102 47.1,47.3又は47.4

ふっ素及びその化合物 mg/l 0.2 0.2 0.8以下 合

JIS  K 0102 54

砒素及びその化合物 mg/l 0.001未満 0.001 0.01以下 合 JIS  K 0102 61

鉛及びその化合物 mg/l 0.005未満 0.005 0.01以下 合

昭和46年環告第59号付表2及び昭和49年環告第64号付表3

セレン及びその化合物 mg/l 0.001未満 0.001 0.01以下 合 JIS  K 0102 67.2,67.3又は67.4

アルキル水銀 mg/l 不検出 0.0005 不検出 合

JIS  K 0102 38(38.1.1に定める方法を除く)

総水銀 mg/l 0.0005未満 0.0005 0.0005以下 合 昭和46年  環告第59号 付表1

シアン化合物 mg/l 不検出 0.1 不検出 合

JIS  K 0102 55

六価クロム化合物 mg/l 0.02未満 0.02 0.05以下 合 JIS  K 0102 65.2

カドミウム及びその化合物 mg/l 0.001未満 0.001 0.01以下 合

JIS  K 0125 5.1,5.2又は5.3.2

クロロエチレン mg/l 0.002未満 0.002 0.002以下 合 平成９年 環告第10 号 付表

ベンゼン mg/l 0.001未満 0.001 0.01以下 合

JIS  K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5

トリクロロエチレン mg/l 0.0005未満 0.0005 0.03以下 合 JIS  K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5

1,1,2-トリクロロエタン mg/l 0.0006未満 0.0006 0.006以下 合

JIS  K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5

1,1,1-トリクロロエタン mg/l 0.0005未満 0.0005 1以下 合 JIS  K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5

テトラクロロエチレン mg/l 0.0005未満 0.0005 0.01以下 合

mg/l 0.002未満 0.002 0.02以下 合 JIS  K 0125 5.1,5.2又は5.3.2

合

JIS  K 0125 5.1,5.2又は5.3.2

1,2-ジクロロエチレン mg/l 0.004未満 0.004 0.04以下

JIS  K 0125 5.1,5.2又は5.3.1１，３－ジクロロプロペン mg/l

合
シス体　JIS  K 0125 5.1,5.2又は5.3.2

トランス体　JIS  K 0125 5.1,5.2又は5.3.１

1,1-ジクロロエチレン mg/l 0.002未満 0.002 0.1以下 合

合 JIS  K 0125 5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5

1,2-ジクロロエタン mg/l 0.0004未満 0.0004 0.004以下 合 JIS  K 0125 5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2

溶
　
出
　
量
　
調
　
査

四塩化炭素 mg/l 0.0002未満 0.0002 0.002以下

0.0002未満 0.0002 0.002以下

ジクロロメタン

第01A23456B

平成○○年○○月○○日に依頼のあった検体について、溶出量試験については平成15年環境
省告示第18号、含有量試験については平成15年環境省告示第19号に定める方法により調査し
た結果を以下のとおり証明します。

印

測定値 定量下限値 基準値 合否 計 量 方 法単位

電 話 番 号 ○○○－○○○－○○○○
計量証明事業者の登録番
環境計量士 ○○　○○

検体番号 （ N.o1 ） 検体の総数 （ １ ）

本様式（様式２）の電子データは、神奈川県ホームページ「公共建設発生土の土壌汚染対策」
<URL>http://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7x/cnt/f4330/p309211.html　から入手できます。

平成○○年○○月○○日

検定試験　結果証明書
○○建設株式会社　様

分析機関名 ○○環境分析株式会社
代 表 者 神奈川　太郎 印

項　　　目

添５－１５
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マ
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ュ

ア
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ペ
ー

ジ
様
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根
拠

等

１
－

２
工

程
表

工
事

執
行

規
則

＜
第

１
号

様
式

＞

１
－

１
９

設
計

図
書

等
と

の
不

一
致

等
の

確
認

に
つ

い
て

公
共

工
事

標
準

請
負

契
約

約
款

＜
第

１
２

号
様

式
＞

１
－

２
１

建
設

業
退

職
金

共
済

証
紙

購
入

状
況

報
告

書
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
の

普
及

徹
底

に
つ

い
て

（
通

知
）

＜
様

式
２

号
＞

１
－

２
５

現
場

代
理

人
設

置
（

変
更

）
届

工
事

執
行

規
則

＜
第

３
号

様
式

＞

１
－

２
６

主
任

技
術

者
設

置
（

変
更

）
届

工
事

執
行

規
則

＜
第

４
号

様
式

＞

１
－

２
７

経
歴

書
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
＜

第
３

号
様

式
＞

１
－

２
８

前
払

金
請

求
書

財
務

規
則

運
用

＜
第

７
１

号
様

式
＞

２
－

　
３

工
事

打
合

簿
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
＜

第
２

号
様

式
＞

２
－

　
７

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
等

搬
入

（
変

更
）

証
明

書
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
塊

等
の

処
理

及
び

建
設

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
資

材
に

関
す

る
事

務
取

扱
要

領
＜

第
８

号
様

式
＞

２
－

　
８

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
等

搬
入

完
了

報
告

書
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
塊

等
の

処
理

及
び

建
設

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
資

材
に

関
す

る
事

務
取

扱
要

領
＜

第
９

号
様

式
＞

２
－

　
９

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
資

材
利

用
（

変
更

）
計

画
書

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
塊

等
の

処
理

及
び

建
設

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
資

材
に

関
す

る
事

務
取

扱
要

領
＜

第
１

０
号

様
式

＞

２
－

１
０

建
設

リ
サ

イ
ク

ル
資

材
利

用
報

告
書

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
塊

等
の

処
理

及
び

建
設

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
資

材
に

関
す

る
事

務
取

扱
要

領
＜

第
１

１
号

様
式

＞

２
－

１
１

建
設

発
生

木
材

等
搬

入
（

変
更

）
証

明
書

建
設

発
生

木
材

等
の

再
資

源
化

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

＜
第

１
０

号
様

式
＞

２
－

１
２

建
設

発
生

木
材

等
搬

入
完

了
報

告
書

建
設

発
生

木
材

等
の

再
資

源
化

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

＜
第

１
１

号
様

式
＞

２
－

１
３

建
設

発
生

土
の

お
知

ら
せ

建
設

発
生

土
の

搬
出

先
へ

の
情

報
提

供
に

つ
い

て
（

通
知

）
＜

様
式

３
＞

２
－

１
８

工
事

材
料

検
査

申
請

書
工

事
執

行
規

則
＜

第
５

号
様

式
＞

２
－

１
９

材
料

検
査

（
確

認
）

願
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
＜

第
２

４
号

様
式

＞

２
－

２
４

段
階

確
認

書
土

木
工

事
共

通
仕

様
書

２
－

３
４

確
認

・
立

会
願

土
木

工
事

共
通

仕
様

書

２
－

３
８

デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

の
排

ガ
ス

規
制

に
伴

う
運

行
状

況
確

認
票

神
奈

川
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

４
－

　
４

工
期

の
延

長
に

つ
い

て
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
＜

第
１

５
号

様
式

＞

４
－

　
５

工
事

履
行

報
告

書
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
＜

第
２

３
号

様
式

＞

４
－

　
８

工
事

週
間

工
程

表
土

木
工

事
書

類
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

６
－

　
２

支
給

材
料

（
貸

与
品

）
受

領
書

（
借

用
書

）
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
＜

第
１

０
号

様
式

＞

６
－

　
３

支
給

材
料

（
貸

与
品

）
返

納
書

公
共

工
事

標
準

請
負

契
約

約
款

＜
第

１
１

号
様

式
＞

６
－

　
４

現
場

発
生

品
調

書
土

木
工

事
共

通
仕

様
書

７
－

　
４

工
事

完
成

届
工

事
執

行
規

則
＜

第
６

号
様

式
＞

７
－

　
５

引
渡

書
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
＜

第
２

０
号

様
式

＞

７
－

　
６

建
設

業
退

職
金

共
済

関
係

提
出

書
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
の

普
及

徹
底

に
つ

い
て

（
通

知
）

＜
様

式
１

号
＞

７
－

　
８

建
設

業
退

職
金

共
済

証
紙

貼
付

実
績

報
告

書
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
の

普
及

徹
底

に
つ

い
て

（
通

知
）

＜
様

式
３

号
＞

７
－

１
１

出
来

形
検

査
申

請
書

工
事

執
行

規
則

＜
第

８
号

様
式

＞

７
－

１
２

出
来

高
払

請
求

書
財

務
規

則
の

運
用

＜
第

７
２

号
様

式
＞

８
－

　
２

確
認

請
求

書
中

間
前

金
払

の
実

施
に

つ
い

て
（

通
知

）
＜

別
紙

１
＞

８
－

　
３

確
認

調
書

財
務

規
則

の
運

用
＜

第
７

０
号

様
式

＞

９
－

　
１

工
事

目
的

物
の

使
用

に
つ

い
て

（
協

議
）

公
共

工
事

標
準

請
負

契
約

約
款

＜
第

２
１

号
様

式
＞

９
－

　
２

工
事

目
的

物
の

使
用

に
つ

い
て

（
同

意
）

公
共

工
事

標
準

請
負

契
約

約
款

＜
第

２
１

号
様

式
の

２
＞

添
２

－
１

４
施

工
体

制
台

帳
（

作
成

例
）

土
木

工
事

共
通

仕
様

書

添
２

－
１

５
再

下
請

負
通

知
書

（
作

成
例

）
土

木
工

事
共

通
仕

様
書

添
２

－
１

６
施

工
体

系
図

（
作

成
例

）
土

木
工

事
共

通
仕

様
書

添
２

－
１

７
工

事
担

当
技

術
者

台
帳

（
作

成
例

）
土

木
工

事
共

通
仕

様
書

添７-１

※
 上

記
様

式
に

つ
い

て
は

、
神

奈
川

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
神

奈
川

県
公

共
工

事
に

お
け

る
土

木
工

事
書

類
作

成
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
つ

い
て

）
に

掲
載

し
て

い
ま

す
。
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